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企
業
管
理
規
程

■群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者

群
馬
県
企
業
局
長

松

島

賢

治

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
十
四
号

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
号
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
「
及
び
室
長
（
組
織
規
程
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
課
内
室
（
以
下
「
課
内
室
」
と
い
う
。
）
の
室
長
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
十

「
群
馬
県
新
田
山
田
水
道
事
務
所

号
の
表
発
電
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
水
道
事
務
所
の
項
中

群
馬
県
東
部
地
域
水
道
事
務
所
」

を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
財
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
財
務
管
理
室
長
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
項

を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

３

経
営
戦
略
課
財
務
管
理
室
長
が
不
在
の
と
き
は
、
経
営
戦
略
課
財
務
管
理
室
経
理
管
財
係
長
が
、

局
出
納
員
の
会
計
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
の
二
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦

略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
課
長
等
」
を
「
課

長
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

ヌ

県
庁
に
お
け
る
物
品
の
購
入
に
係
る
も
の
で
、
予
定
経
費
千
万
円
未
満
の
も
の
に
係
る
支

出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ル

利
益
剰
余
金
、
欠
損
金
及
び
積
立
金
を
処
理
す
る
こ
と
。

ヲ

会
計
間
の
短
期
資
金
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

減
価
償
却
を
決
定
す
る
こ
と
。

カ

当
座
勘
定
借
越
契
約
に
基
づ
く
利
息
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
付
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

タ

県
庁
舎
の
維
持
管
理
等
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
く
各
年
度
の
負
担

金
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

レ

群
馬
県
庁
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
管
理
等
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
関
す
る
協

定
に
基
づ
く
各
年
度
の
負
担
金
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ソ

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
市
町
村
交
付
金
の
交
付
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ツ

施
設
、
設
備
等
を
対
象
と
す
る
損
害
共
済
の
加
入
申
込
み
及
び
保
険
料
に
係
る
支
出
負
担

行
為
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
三
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
四
条
の
四
第
二
号
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
財
務
課
の
次
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
財
務
管
理
室
経
理
管
財
係
長
」
に
改
め

る
。第

十
五
条
第
三
項
中
「
収
納
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
票
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
領

収
証
書
」
を
「
領
収
済
通
知
票
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
領
収
済
通
知
票
」
を
「
領
収
証
書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
三
項
中
「
領
収
証
書
」
を
「
領
収
証
」
に
、
「
領
収
済
通
知
票
」
を
「
領
収
証

書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
領
収
証
書
」
を
「
領
収
証
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
領
収
済
通
知
票
」
を
「
領
収
証
書
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
二
の
見
出
し
中
「
領
収
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
票
」
に
改
め
、
同
条
中
「
収

納
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
票
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
財
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
財
務
管
理
室
長
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
の
表
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
環
境
性
能
割
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
、
賃
金
」
を
削
る
。

第
八
十
五
条
第
一
号
中
「
賃
金
」
を
「
給
料
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
二
項
中
「
賃
金
」
を
「
給
料
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
総
務
課
次
長
」
を

「
経
営
戦
略
課
次
長
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
中
「
領
収
証
書
」
を
「
領
収
証
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
中
「
収
納
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
票
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
二
条
の
六
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十

六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
百
三
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
中
「
契
約
の
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
」

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
正
当
な
理
由
が
な
く
、
」
を
削
り
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号

を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
百
三
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
契
約
の
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
が
あ
る
と
き
に
限
る
。
）

又
は
契
約
の
相
手
方
が
第
百
三
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
し
、
か
つ
、
前
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
二
条
の
二
十
六
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
三
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
三
項
中
「
財
務
課
」
を
「
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
新
田
山

田
水
道
事
務
所
」
を
「
県
央
第
二
水
道
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
中
「
財
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
六
条
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

資
産
除
去
債
務

第
百
九
十
一
条
及
び
第
百
九
十
二
条
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。
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第
百
九
十
三
条
第
三
項
第
三
号
中
「
、
新
田
山
田
水
道
、
東
部
地
域
水
道
」
を
削
る
。

第
百
九
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
九
十
六
条
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
第
三
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
百
条
第
一
項
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
条
第
一
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
条
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
及
び
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
条
及
び
第
二
百
九
条
第
一
項
中
「
局
出
納
員
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
条
の
二
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中
「
課
長
等
、
課
内
室
の
室
長
」
を
「
課
長
、
室
長
」
に
、
「
総
務
課
の

財
政
係
」
を
「
経
営
戦
略
課
財
政
係
」
に
、
「
財
務
課
の
次
長
、
経
理
係
」
を
「
経
営
戦
略
課
財
務

管
理
室
経
理
管
財
係
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
条
の
三
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
１
の
表
中

「

給
料

を

手
当
等

」

「

給
料

（一
般

）

給
料

（会
年

）

に
、

手
当
等

（一
般

）

手
当
等

（会
年

）

」

「

法
定
福
利
費

を
」

「

法
定
福
利
費

（一
般

）

に
、

法
定
福
利
費

（会
年

）

」

「

嘱
託
法
定
福

利
費

厚
生
福
利
費

を

臨
時
賃
金

臨
時
法
定
福

利
費

」

「

厚
生
福
利
費

に
改

」

め
、
別
表
第
一
の
３
の
表
中

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ

損
失
引
当

る
場
合
に
備
え
て
計
上

を

金
す
る
引
当
金
を
整
理
す

る
。

」

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ

損
失
引
当

る
場
合
に
備
え
て
計
上

金
す
る
引
当
金
を
整
理
す

る
。

資
産
除
去

有
形

固
定

資
産

の
取

債
務

得
建
設

開
発
又
は

、
、

に
改

通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

生
じ

当
該
有
形
固
定

、
資
産
の
除
去
に
関
し
て

法
令
又
は
契
約
で
要
求

さ
れ
る
法
律
上
の
義
務

及
び
そ
れ
に
準
じ
る
も

の
を
整
理
す
る
。

」

め
、
別
表
第
一
の
４
の
表
中

「

修
繕
引
当

同
上

金

（太
陽

を

光

）

」

「

修
繕
引
当

同
上

金

（太
陽

光

）

資
産
除
去

有
形

固
定

資
産

の
取

債
務

得
建
設

開
発
又
は

、
、

通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

に
改

生
じ

当
該
有
形
固
定

、
資
産
の
除
去
に
関
し
て

法
令
又
は
契
約
で
要
求

さ
れ
る
法
律
上
の
義
務

及
び
そ
れ
に
準
じ
る
も
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を
整
理
す
る
。

」

め
、
別
表
第
一
の
９
の
表
中

「
給
料

職
員
の
本
俸
額

を

手
当
等

職
員
に
対
す
る
諸
手
当

」

「

給
料

（一
職
員
の
本
俸
額

般

）

給
料

（会
会
計
年
度
任
用
職
員
の

年

）

本
俸
額

に
、

手
当
等

（一
職
員
に
対
す
る
諸
手
当

般

）

手
当
等

（会
会
計
年
度
任
用
職
員
に

年

）

対
す
る
諸
手
当

」

「

法
定
福
利
費

職
員
に
対
す
る
労
働
関

係
法
規
等
に
基
づ
い
て

事
業
主
が
負
担
す
る
も

の

共
済
組

合
費

を

健
康
診

断
経
費

災
害
補

償
基
金

雑
法
定

福
利
費

」

「

法
定
福
利
費

職
員
に
対
す
る
労
働
関

（一
般

）

係
法
規
等
に
基
づ
い
て

事
業
主
が
負
担
す
る
も

の

共
済
組

合
費

健
康
診

断
経
費

に
、

災
害
補

償
基
金

雑
法
定

福
利
費

法
定
福
利
費

会
計
年
度
任
用
職
員
に

（会
年

）

対
す
る
労
働
関
係
法
規

等
に
基
づ
い
て
事
業
主

が
負
担
す
る
も
の

」

「

嘱
託
法
定
福

利
費

を

厚
生
福
利
費

」

「

厚
生
福
利
費

に
、

」

「

臨
時
賃
金

臨
時
雇
用
さ
れ
る
者
に

対
す
る
賃
金
及
び

「手
当

」相
当
額
を
整
理
す

る
。

臨
時
法
定
福

臨
時
雇
用
さ
れ
る
者
に

利
費

対
す
る
労
働
関
係
法
規

を

に
基
づ
い
て
事
業
主
が

負
担
す
る
も
の

消
耗
品
費

「消
耗
品
費

」に
整
理

さ
れ
た
物
品
の
修
繕
費

を
含
む
。

」

「

消
耗
品
費

「消
耗
品
費

」に
整
理

さ
れ
た
物
品
の
修
繕
費

に
、

を
含
む
。

」

「３
万
円

」
を
「５

万
円

」
に
、

「
給
料

を

手
当
等

」

「

給
料

（一
般

）

給
料

（会
年

）
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に
、

手
当
等

（一
般

）

手
当
等

（会
年

）

」

「

法
定
福
利
費

「水
力
発
電
費

」の
細

節
に

準
じ

て
整

理
す

を

る
。

」

「

法
定
福
利
費

「水
力
発
電
費

」の
細

（一
般

）

節
に

準
じ

て
整

理
す

る
。

法
定
福
利
費

会
計
年
度
任
用
職
員
に

に
、

（会
年

）

対
す
る
労
働
関
係
法
規

等
に
基
づ
い
て
事
業
主

が
負
担
す
る
も
の
を
い

う
。

」

「

嘱
託
法
定
福

「水
力
発
電
費

」の
細

利
費

節
に

準
じ

て
整

理
す

る
。

厚
生
福
利
費

同
上

を

臨
時
賃
金

臨
時
法
定
福

利
費

」

「

厚
生
福
利
費

「水
力
発
電
費

」の
細

節
に

準
じ

て
整

理
す

に
改

る
。

」

め
る
。

別
表
第
二
の
１
の
表
中

「

給
料

手
当
等

管
理

職
手

当
初

任
給

調
整

手
、

を

当
扶
養
手
当
等
の
諸
手
当
を
い

、
う
。

」

「

給
料

（一

般

）

給
料

（会
年

）

手
当
等

（一
管

理
職

手
当

初
任

給
調

整
手

に
、

、
般

）

当
扶
養
手
当
等
の
諸
手
当
を
い

、
う
。

手
当
等

（会
期
末
手
当
等
の
諸
手
当
を
い
う
。

年

）

」

「

法
定
福
利
費

共
済
組
合
費

労
災
保
険
料

健
、

、
康
診
断
経
費
等
で
職
員
に
係
る
も

を

の
を
い
う
。

」

「

法
定
福
利
費

共
済
組
合
費

労
災
保
険
料

健
、

、

（一
般

）

康
診
断
経
費
等
で
職
員
に
係
る
も

の
を
い
う
。

に
、

法
定
福
利
費

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
労

（会
年

）

働
関
係
法
規
等
に
基
づ
い
て
事
業

主
が
負
担
す
る
も
の
を
い
う
。

」

「

嘱
託
法
定
福

利
費

臨
時
賃
金

を

臨
時
法
定
福

利
費

旅
費

」

「

旅
費

に
改

」

め
、
別
表
第
二
の
３
の
表
中

「
事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ
る
場
合
に

損
失
引
当

備
え
て
計
上
す
る
引
当
金
を
整
理

を

金
す
る
。

」

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ
る
場
合
に

損
失
引
当

備
え
て
計
上
す
る
引
当
金
を
整
理

金
す
る
。

資
産
除
去

有
形
固
定
資
産
の
取
得

建
設

、
、
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債
務

開
発
又
は
通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

に
改

生
じ

当
該
有
形
固
定
資
産
の
除

、
去
に
関
し
て
法
令
又
は
契
約
で
要

求
さ
れ
る
法
律
上
の
義
務
及
び
そ

れ
に
準
じ
る
も
の
を
整
理
す
る
。

」

め
、
別
表
第
二
の
４
の
表
中

「

そ
の
他
流

を

動
負
債

」

「

資
産
除
去

有
形
固
定
資
産
の
取
得

建
設

、
、

債
務

開
発
又
は
通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

生
じ

当
該
有
形
固
定
資
産
の
除

、
去
に
関
し
て
法
令
又
は
契
約
で
要

求
さ
れ
る
法
律
上
の
義
務
及
び
そ

に
改

れ
に
準
じ
る
も
の
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
流

動
負
債

」

め
、
別
表
第
二
の
９
の
表
中

「

給
料

手
当
等

管
理

職
手

当
初

任
給

調
整

手
、

を

当
扶
養
手
当
等
の
諸
手
当
を
い

、
う
。

」

「

給
料

（一
般

）

給
料

（会
年

）

手
当
等

（一
管

理
職

手
当

初
任

給
調

整
手

に
、

、
般

）

当
扶
養
手
当
等
の
諸
手
当
を
い

、
う
。

手
当
等

（会
期
末
手
当
等
の
諸
手
当
を
い
う
。

年

）

」

「

法
定
福
利
費

共
済
組
合
費

労
災
保
険
料

健
、

、
康
診
断
経
費
等
で
職
員
に
係
る
も

を

の
を
い
う
。

」

「

法
定
福
利
費

共
済
組
合
費

労
災
保
険
料

健
、

、

（一
般

）

康
診
断
経
費
等
で
職
員
に
係
る
も

の
を
い
う
。

に
、

法
定
福
利
費

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
労

（会
年

）

働
関
係
法
規
等
に
基
づ
い
て
事
業

主
が
負
担
す
る
も
の
を
い
う
。

」

「

嘱
託
法
定
福

利
費

臨
時
賃
金

臨
時
法
定
福

を

利
費

旅
費

企
業
管
理
規
程
に
基
づ
い
て
職
員

等
に
支
給
し
た
旅
費
を
い
う
。

」

「

旅
費

企
業
管
理
規
程
に
基
づ
い
て
職
員

に
改

等
に
支
給
し
た
旅
費
を
い
う
。

」

め
る
。

別
表
第
三
の
１
の
表
中

「

給
料

を

手
当
等

」

「

給
料

（一
般

）

給
料

（会
年

）

に
、

手
当
等

（一
般

）

手
当
等

（会
年

）

」

「

法
定
福
利
費

を
」

「

法
定
福
利
費

（一
般

）

に
、

法
定
福
利
費
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（会
年

）

」

「
嘱
託
法
定
福

利
費

臨
時
賃
金

を

臨
時
法
定
福

利
費

旅
費

」

「

旅
費

に
改

」

め
、
別
表
第
三
の
３
の
表
中

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ
る
場
合
に

損
失
引
当

備
え
て
計
上
す
る
引
当
金
を
整
理

を

金
す
る
。

」

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ
る
場
合
に

損
失
引
当

備
え
て
計
上
す
る
引
当
金
を
整
理

金
す
る
。

資
産
除
去

有
形
固
定
資
産
の
取
得

建
設

、
、

債
務

開
発
又
は
通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

に
改

生
じ

当
該
有
形
固
定
資
産
の
除

、
去
に
関
し
て
法
令
又
は
契
約
で
要

求
さ
れ
る
法
律
上
の
義
務
及
び
そ

れ
に
準
じ
る
も
の
を
整
理
す
る
。

」

め
、
別
表
第
三
の
４
の
表
中

「

そ
の
他
流

を

動
負
債

」

「

資
産
除
去

有
形
固
定
資
産
の
取
得

建
設

、
、

債
務

開
発
又
は
通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

生
じ

当
該
有
形
固
定
資
産
の
除

、
去
に
関
し
て
法
令
又
は
契
約
で
要

に
改

求
さ
れ
る
法
律
上
の
義
務
及
び
そ

れ
に
準
じ
る
も
の
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
流

動
負
債

」

め
、
別
表
第
三
の
９
の
表
中

「

給
料

を

手
当
等

」

「

給
料

（一
般

）

給
料

（会
年

）

に
、

手
当
等

（一
般

）

手
当
等

（会
年

）

」

「

法
定
福
利
費

を
」

「

法
定
福
利
費

（一
般

）

に
、

法
定
福
利
費

（会
年

）

」

「

嘱
託
法
定
福

利
費

臨
時
賃
金

臨
時
法
定
福

を

利
費

旅
費

企
業
管
理
規
程
に
基
づ
い
て
職
員

等
に
支
給
す
る
旅
費
等
を
整
理
す

る
。

」

「

旅
費

企
業
管
理
規
程
に
基
づ
い
て
職
員

等
に
支
給
す
る
旅
費
等
を
整
理
す

に
改

る
。

」

め
る
。

別
表
第
四
の
１
の
表
中

「

給
料

を

手
当
等
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」

「

給
料

（一
般

）

給
料

（会
年

）

に
、

手
当
等

（一
般

）

手
当
等

（会
年

）

」

「

法
定
福
利
費

を
」

「

法
定
福
利
費

（一
般

）

に
、

法
定
福
利
費

（会
年

）

」

「

嘱
託
法
定
福

利
費

厚
生
福
利
費

を

臨
時
賃
金

臨
時
法
定
福

利
費

」

「

厚
生
福
利
費

に
、

」

「

事
業
準
備

「団
地
造
成
勘
定

」の
勘
定

「総
係
費

」の
目
に
準

じ
て
整
理
す
る

を
。

地
区
別

」

「

事
業
準
備

「団
地
造
成
勘
定

」の
勘
定

「総
係
費

」の
目
に
準

じ
て
整
理
す
る

に
改

。

地
区
別

」

め
、
別
表
第
四
の
４
の
表
中

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ

損
失
引
当

る
場
合
に
備
え
て
計
上

を

金
す
る
引
当
金
を
整
理
す

る
。

」

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ

損
失
引
当

る
場
合
に
備
え
て
計
上

金
す
る
引
当
金
を
整
理
す

る
。

資
産
除
去

有
形

固
定

資
産

の
取

債
務

得
建
設

開
発
又
は

、
、

に
改

通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

生
じ

当
該
有
形
固
定

、
資
産
の
除
去
に
関
し
て

法
令
又
は
契
約
で
要
求

さ
れ
る
法
律
上
の
義
務

及
び
そ
れ
に
準
じ
る
も

の
を
整
理
す
る
。

」

め
、
別
表
第
四
の
５
の
表
中

「

そ
の
他
流

動
負
債

を
」

「

資
産
除
去

有
形

固
定

資
産

の
取

債
務

得
建
設

開
発
又
は

、
、

通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

生
じ

当
該
有
形
固
定

、
資
産
の
除
去
に
関
し
て

法
令
又
は
契
約
で
要
求

に
改

さ
れ
る
法
律
上
の
義
務

及
び
そ
れ
に
準
じ
る
も

の
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
流

動
負
債

」

め
、
別
表
第
四
の

の
表
中

10

「

給
料

手
当
等

賞
与
引
当
金

賞
与
引
当
金
と
し
て
計

繰
入
額

上
す
る
た
め
の
繰
入
額
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を
整
理
す
る
。

退
職
給
付
費

退
職
手
当
の
支
払
に
当

た
つ
て
不
足
が
生
じ
た

場
合
の
当
該
不
足
額
を

整
理
す
る
。

退
職
給
付
引

退
職
給
付
引
当
金
と
し

当
金
繰
入
額

て
計
上
す
る
た
め
の
繰

入
額
を
整
理
す
る
。

を

法
定
福
利
費

法
定
福
利
費

法
定
福
利
費
引
当
金
と

引
当
金
繰
入

し
て
計
上
す
る
た
め
の

額
繰
入
額
を
整
理
す
る
。

嘱
託
法
定
福

利
費

厚
生
福
利
費

臨
時
賃
金

臨
時
法
定
福

利
費

」

「

給
料

（一
般

）

給
料

（会
年

）

手
当
等

（一
般

）

手
当
等

（会
年

）

賞
与
引
当
金

賞
与
引
当
金
と
し
て
計

繰
入
額

上
す
る
た
め
の
繰
入
額

を
整
理
す
る
。

退
職
給
付
費

退
職
手
当
の
支
払
に
当

た
つ
て
不
足
が
生
じ
た

に
改

場
合
の
当
該
不
足
額
を

整
理
す
る
。

退
職
給
付
引

退
職
給
付
引
当
金
と
し

当
金
繰
入
額

て
計
上
す
る
た
め
の
繰

入
額
を
整
理
す
る
。

法
定
福
利
費

（一
般

）

法
定
福
利
費

（会
年

）

法
定
福
利
費

法
定
福
利
費
引
当
金
と

引
当
金
繰
入

し
て
計
上
す
る
た
め
の

額
繰
入
額
を
整
理
す
る
。

厚
生
福
利
費

」

め
る
。

別
表
第
五
の
１
の
表
中

「

給
料

を

手
当
等

」

「

給
料

（

一
般

）

給
料

（

会
年

）

に
、

手
当
等

（

一
般

）

手
当
等

（

会
年

）

」

「

法
定
福

を

利
費

」

「

法
定
福

利
費

（

一
般

）

に
、

法
定
福

利
費

（

会
年

）

」
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「

嘱
託
法

定
福
利

費厚
生
福

利
費

を

臨
時
賃

金臨
時
法

定
福
利

費

」

「

厚
生
福

に
改

利
費

」

め
、
別
表
第
五
の
３
の
表
中

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ

損
失
引
当

る
場
合
に
備
え
て
計
上

金
す
る
引
当
金
を
整
理
す

を

る
。

事
業
別

」

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ

損
失
引
当

る
場
合
に
備
え
て
計
上

金
す
る
引
当
金
を
整
理
す

る
。

事
業
別

資
産
除
去

有
形

固
定

資
産

の
取

債
務

得
建
設

開
発
又
は

、
、

通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

に
改

生
じ

当
該
有
形
固
定

、
資
産
の
除
去
に
関
し
て

法
令
又
は
契
約
で
要
求

さ
れ
る
法
律
上
の
義
務

及
び
そ
れ
に
準
じ
る
も

の
を
整
理
す
る
。

事
業
別

」

め
、
別
表
第
五
の
４
の
表
中

「

そ
の
他
流

動
負
債

を

」

「

資
産
除
去

有
形

固
定

資
産

の
取

債
務

得
建
設

開
発
又
は

、
、

通
常
の
使
用
に
よ
つ
て

生
じ

当
該
有
形
固
定

、
資
産
の
除
去
に
関
し
て

法
令
又
は
契
約
で
要
求

さ
れ
る
法
律
上
の
義
務

に
改

及
び
そ
れ
に
準
じ
る
も

の
を
整
理
す
る
。

事
業
別

そ
の
他
流

動
負
債

」

め
、
別
表
第
五
の
８
の
表
中

「

営
業
収
益

主
た
る
営
業
活
動
か
ら

生
ず
る
収
益
を
整
理
す

る
節
以
下
は

「格
。

、
納
庫
事
業
収
益

」に
準

を

じ
て
整
理
す
る
。

賃
貸
収
益

営
業
雑
収
益

」

「

営
業
収
益

主
た
る
営
業
活
動
か
ら

生
ず
る
収
益
を
整
理
す

る
。

賃
貸
収
益

事
務
室
賃
貸

料

に
改

貸
し
会
議
室

等
賃
貸
料

駐
車
場
賃
貸

料

営
業
雑
収
益

」

め
、
別
表
第
五
の
９
の
表
中

「

給
料

を

手
当
等
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」

「

給
料

（一
般

）

給
料

（会
年

）

に
、

手
当
等

（一
般

）

手
当
等

（会
年

）

」

「

法
定
福
利
費

を
」

「

法
定
福
利
費

（一
般

）

に
、

法
定
福
利
費

（会
年

）

」

「

嘱
託
法
定
福

利
費

厚
生
福
利
費

を

臨
時
賃
金

臨
時
法
定
福

利
費

」

「

厚
生
福
利
費

に
改

」

め
る
。

別
表
第
六
中
「
臨
時
職
員
の
賃
金
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
二
号
の
二
中
「領

収
済
通
知
票

」
を
「領

収
証
書

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
四
号
中
「領

収
証
書

」
を
「領

収
証

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
四
十
九
号
中
「室

）
」
を
「
）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
十
六
号
及
び
別
記
様
式
第
七
十
七
号
中
「課

長
等

」
を
「課

長

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
九
十
条
の
改
正
規
定
並

び
に
別
表
第
一
の
３
の
表
、
別
表
第
二
の
３
の
表
、
別
表
第
三
の
３
の
表
、
別
表
第
四
の
４
の
表

及
び
別
表
第
五
の
３
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
契
約
の
相
手
方
が
改
正
前
の
第
百
三
十

二
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
た
場
合
に
お
け
る
契
約
の
解
除
及

び
違
約
金
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
及
び
第
百
三
十
二
条
の
二
十
三
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
契
約
の
相
手
方
が
改
正
前
の
第
百
三
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
場
合
に
お
け
る
契
約
の
解
除
及
び
違
約
金
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同

項
及
び
第
百
三
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
て

い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
同
規
程
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て

い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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